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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月17日(2019.6.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信の方法であって、
　リソースプールのＫ個のサブセットを決定することと、各サブセットがＫ個のグリッド
要素を含み、各グリッド要素がＫ個のサブ要素を含む、
　前記リソースプールの前記Ｋ個のサブセットのうちの１つのサブセットを選択すること
と、および
　前記選択されたサブセットのＫ個のサブ要素を使用してメッセージを送信することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の時間リソースを占有する、または、サブ
セットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の周波数リソースを占有する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が、固有の時間リソースと固有の周波数リソース
の両方を占有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　Ｋが、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）パケットデータユニット（ＰＤＵ）の送信の最
大数である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記Ｋ個のサブ要素の各々が固有のグリッド要素に属する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　リソースプールの前記Ｋ個のサブセットを決定することが、Ｋのための値を受信するこ
とを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項７】
　Ｋのための前記値が、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して受信される、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置は、
　リソースプールのＫ個のサブセットを決定するための手段と、各サブセットがＫ個のグ
リッド要素を含み、各グリッド要素がＫ個のサブ要素を含む、
　前記リソースプールの前記Ｋ個のサブセットのうちの１つのサブセットを選択するため
の手段と、および
　前記選択されたサブセットのＫ個のサブ要素を使用してメッセージを送信するための手
段と
を備える、装置。
【請求項９】
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の時間リソースを占有する、または、サブ
セットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の周波数リソースを占有する、
請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が、固有の時間リソースと固有の周波数リソース
の両方を占有する、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　Ｋが、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）パケットデータユニット（ＰＤＵ）の送信の最
大数である、請求項８に記載の装置。
【請求項１２】
　前記Ｋ個のサブ要素の各々が固有のグリッド要素に属する、請求項８に記載の装置。
【請求項１３】
　決定するための前記手段が、Ｋのための値を受信するための手段を含む、請求項８に記
載の装置。
【請求項１４】
　Ｋのための前記値が、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して受信される、
請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　コンピュータによって実行されると、前記コンピュータに、請求項１乃至７のいずれか
一項に記載の方法を行わせるコードを備える、コンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　[0092]以上の説明は、当業者が本明細書で説明された様々な態様を実施できるようにす
るために与えられた。これらの態様への様々な変更は当業者には容易に明らかであり、本
明細書で定義された一般原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請求の範囲は
、本明細書で示された態様に限定されるものではなく、クレーム文言に矛盾しない全範囲
を与えられるべきであり、ここにおいて、単数形の要素への言及は、そのように明記され
ていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「１つまたは複数の」を意味す
るものである。「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きを
すること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明されたいかな
る態様も、必ずしも他の態様よりも好適または有利であると解釈されるべきであるとは限
らない。別段に明記されていない限り、「いくつか（some）」という用語は１つまたは複
数を指す。「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、およびＣのうちの
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少なくとも１つ」、および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」などの組合せは
、Ａ、Ｂ、および／またはＣの任意の組合せを含み、複数のＡ、複数のＢ、または複数の
Ｃを含み得る。詳細には、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」、「Ａ、Ｂ、お
よびＣのうちの少なくとも１つ」、および「Ａ、Ｂ、Ｃ、またはそれらの任意の組合せ」
などの組合せは、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡおよびＢ、ＡおよびＣ、ＢおよびＣ、また
はＡおよびＢおよびＣであり得、ここで、いかなるそのような組合せも、Ａ、Ｂ、または
Ｃのうちの１つまたは複数のメンバーを含んでいることがある。当業者に知られている、
または後に知られることになる、本開示全体にわたって説明された様々な態様の要素のす
べての構造的および機能的等価物は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求
の範囲に包含されるものである。さらに、本明細書で開示されるいかなることも、そのよ
うな開示が特許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供する
ものではない。いかなるクレーム要素も、その要素が「ための手段」という句を使用して
明確に具陳されていない限り、ミーンズプラスファンクションとして解釈されるべきでは
ない。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　ワイヤレス通信の方法であって、
　リソースプールのＫ個のサブセットを決定することと、各サブセットがＫ個のグリッド
要素を含み、各グリッド要素が少なくともＫ個のサブ要素を含む、
　前記リソースプールの前記Ｋ個のサブセットのうちの１つのサブセットを選択すること
と、および
　前記選択されたサブセットのＫ個のサブ要素を使用してメッセージを送信することと
を備える、方法。
［Ｃ２］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の時間リソースを占有する、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ３］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の周波数リソースを占有する、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ４］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が、固有の時間リソースと固有の周波数リソース
の両方を占有する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　Ｋが、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）パケットデータユニット（ＰＤＵ）の送信の最
大数である、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記Ｋ個のサブ要素の各々が固有のグリッド要素に属する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　リソースプールの前記Ｋ個のサブセットを決定することが、Ｋのための値を受信するこ
とを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　Ｋのための前記値が、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して受信される、
Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　ワイヤレス通信のための装置であって、
　メモリと、および
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと
を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　リソースプールのＫ個のサブセットを決定することと、各サブセットがＫ個のグリッ
ド要素を含み、各グリッド要素が少なくともＫ個のサブ要素を含む、
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　　前記リソースプールの前記Ｋ個のサブセットのうちの１つのサブセットを選択するこ
とと、および
　　前記選択されたサブセットのＫ個のサブ要素を使用してメッセージを送信することと
　を行うように構成された、装置。
［Ｃ１０］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の時間リソースを占有する、Ｃ９に記載の
装置。
［Ｃ１１］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の周波数リソースを占有する、Ｃ９に記載
の装置。
［Ｃ１２］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が、固有の時間リソースと固有の周波数リソース
の両方を占有する、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１３］
　Ｋが、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）パケットデータユニット（ＰＤＵ）の送信の最
大数である、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記Ｋ個のサブ要素の各々が固有のグリッド要素に属する、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１５］
　リソースプールのＫ個のサブセットを決定することが、Ｋのための値を受信することを
含む、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１６］
　Ｋのための前記値が、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して受信される、
Ｃ１５に記載の装置。
［Ｃ１７］
　ワイヤレス通信のための装置であって、前記装置は、
　リソースプールのＫ個のサブセットを決定するための手段と、各サブセットがＫ個のグ
リッド要素を含み、各グリッド要素が少なくともＫ個のサブ要素を含む、
　前記リソースプールの前記Ｋ個のサブセットのうちの１つのサブセットを選択するため
の手段と、および
　前記選択されたサブセットのＫ個のサブ要素を使用してメッセージを送信するための手
段と
を備える、装置。
［Ｃ１８］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の時間リソースを占有する、Ｃ１７に記載
の装置。
［Ｃ１９］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が固有の周波数リソースを占有する、Ｃ１７に記
載の装置。
［Ｃ２０］
　サブセットの前記Ｋ個のグリッド要素が、固有の時間リソースと固有の周波数リソース
の両方を占有する、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ２１］
　Ｋが、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）パケットデータユニット（ＰＤＵ）の送信の最
大数である、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記Ｋ個のサブ要素の各々が固有のグリッド要素に属する、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ２３］
　決定するための前記手段が、Ｋのための値を受信するための手段を含む、Ｃ１７に記載
の装置。
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［Ｃ２４］
　Ｋのための前記値が、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングを介して受信される、
Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　ワイヤレス通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶するコンピュータ可読媒体
であって、前記コンピュータ実行可能コードは、
　リソースプールのＫ個のサブセットを決定することと、各サブセットがＫ個のグリッド
要素を含み、各グリッド要素が少なくともＫ個のサブ要素を含む、
　前記リソースプールの前記Ｋ個のサブセットのうちの１つのサブセットを選択すること
と、および
　前記選択されたサブセットのＫ個のサブ要素を使用してメッセージを送信することと
を行うためのコードを備える、コンピュータ可読媒体。
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